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北九州市告示第２２９号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、まちの眺め方が変わる北九州の蔵出し情報誌ＤＯＢＯＫＵ思わず行ってみた

くなる１３０選の売払代金の収納事務を次のとおり委託した。 

  平成３０年５月２２日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

株式会社積文館書店 福岡市南区大楠二丁目

２３番５号 

平成３０年４月１日か

ら平成３１年３月３１

日まで 株式会社西日本ミュー

ジアムサービス 

北九州市八幡東区東田

二丁目４番１号北九州

市立自然史・歴史博物

館内 
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北九州市告示第２３０号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市立三萩野公園駐車施設における使用料の徴収事務を次のとおり委託

した。 

  平成３０年５月２２日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

トステム株式会社北九

州支社 

北九州市戸畑区川代二

丁目１番２号 

平成３０年４月１日か

ら平成３１年３月３１

日まで 
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北九州市告示第２３１号 

 土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第２項の規定に基づき

、平成２８年北九州市告示第４４７号により指定した区域の一部の指定を解除

するので、同条第３項において準用する同法第６条第２項の規定に基づき、次

のとおり告示する。また、同法第１５条第１項に規定する形質変更時要届出区

域の台帳は、北九州市環境局環境監視部環境監視課及び北九州市立文書館に備

え付ける。 

  平成３０年５月２２日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

１ 指定解除する形質変更時要届出区域の所在地 

 北九州市八幡西区大字浅川６３４番、６５９番１、６５９番４及び大字小

敷７０９番１の各一部 

２ 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号。以下「規則」と

いう。）第３１条第１項の基準に適合していない特定有害物質の名称 

水銀及びその化合物、鉛及びその化合物、砒
ひ

素及びその化合物並びにふっ 

素及びその化合物 

３ 規則第３１条第２項の基準に適合していない特定有害物質の名称 

  水銀及びその化合物並びに鉛及びその化合物 

４ 講じられた汚染の除去等の措置 

  土壌汚染の除去 
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北九州市告示第２３２号 

 土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の規定に基づき

、次の土地を特定有害物質によって汚染されている形質変更時要届出区域に指

定することについて、同条第３項において準用する同法第６条第２項の規定に

基づき、次のとおり告示する。また、同法第１５条第１項に規定する形質変更

時要届出区域の台帳は、北九州市環境局環境監視部環境監視課及び北九州市立

文書館に備え付ける。 

  平成３０年５月２２日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

１ 形質変更時要届出区域の所在地 

 北九州市小倉南区大字朽網３９１４番５８の一部 

２ 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号。以下「規則」と

いう。 ）第３１条第１項の基準に適合していない特定有害物質の名称 

  セレン及びその化合物、砒
ひ

素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並び

にほう素及びその化合物 

３ 規則第３１条第２項の基準に適合していない特定有害物質の名称 

  セレン及びその化合物、砒
ひ

素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並び

にほう素及びその化合物 

４ 規則第５８条第５項第９号から第１１号までの該当性 

  規則第５８条第５項第１１号（埋立地管理区域）に該当 
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北九州市告示第２３３号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市立美術館及び北九州市立美術館分館おける観覧料及び物品売払代金

の収納事務を次のとおり委託した。 

  平成３０年５月２２日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

株式会社アダチ 北九州市戸畑区中原新

町１番３号 

平成３０年４月１日か

ら平成３１年３月３１

日まで 
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北九州市告示第２３４号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと 

おり道路の区域を変更する。 

 その関係図面は、告示の日から２週間北九州市建設局総務部管理課において 

、一般の縦覧に供する。 

  平成３０年５月２２日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 県道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 

変更

前後

の別 

区域変更の区間 
幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

２７３ 築地汐入線 前 八幡西区黒崎城石２２８

０番１４地先から 

八幡西区藤田三丁目５６

番まで 

8.0 

～ 

28.0 

345.0 

後 八幡西区黒崎城石２２８

０番１地先から 

八幡西区藤田三丁目６２

番まで 

19.0 

～ 

32.0 

345.0 
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北九州市告示第２３５号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと 

おり道路の区域を変更する。 

 その関係図面は、告示の日から２週間北九州市建設局総務部管理課において 

、一般の縦覧に供する。 

  平成３０年５月２２日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 

変更

前後

の別 

区域変更の区間 
幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

４７２９ 藤田２６

号線 

前 八幡西区藤田二丁目２１３

番４地先から 

八幡西区藤田二丁目２１５

番３地先まで 

8.0 

～ 

10.0 

69.0 

後 八幡西区藤田二丁目２１８

番２地先から 

八幡西区藤田二丁目２１５

番１地先まで 

9.0 

～ 

14.0 

73.0 

４７４３ 藤田４０

号線 

前 八幡西区田町二丁目２０５

５番４地先から 

八幡西区田町二丁目２３３

４番４８番地先まで 

9.1 

～ 

10.4 

90.0 

後 八幡西区田町二丁目２１９

０番１地先から 

八幡西区田町二丁目２０５

０番１地先まで 

8.0 83.0 

４７４４ 藤田４１

号線 

前 八幡西区黒崎城石２３３１

番１５地先から 

八幡西区黒崎城石２３２９

番１５地先まで 

10.0 

～ 

11.0 

90.0 
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後 八幡西区黒崎城石２３３０

番１０から 

八幡西区黒崎城石２２８２

番２地先まで 

4.0 

～ 

6.0 

75.0 
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北九州市告示第２３６号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと 

おり道路の区域を変更する。 

 その関係図面は、告示の日から２週間北九州市建設局総務部管理課において 

、一般の縦覧に供する。 

  平成３０年５月２２日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 県道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 

変更

前後

の別 

区域変更の区間 
幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

２５ 門司行橋線 前 小倉南区下曽根一丁目２

３１４番２地先から 

小倉南区下曽根三丁目２

４５２番１地先まで 

11.0 

～ 

16.0 

447.0 

後 小倉南区下曽根一丁目２

３１４番２から 

小倉南区下曽根三丁目２

４５２番１地先まで 

20.0 

～ 

24.0 

447.0 
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北九州市告示第２３７号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと 

おり道路の区域を変更する。 

 その関係図面は、告示の日から２週間北九州市建設局総務部管理課において 

、一般の縦覧に供する。 

  平成３０年５月２２日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 

変更

前後

の別 

区域変更の区間 
幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

７０９ 下 曽 根

２ 号 線

前 小倉南区下曽根三丁目２２

４６番６地先から 

小倉南区下曽根二丁目２５

７４番１地先まで 

8.0 

～ 

13.0 

400.0 

後 小倉南区下曽根三丁目２２

４６番６から 

小倉南区下曽根二丁目２５

７４番１まで 

16.0 

～ 

21.0 

400.0 
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北九州市告示第２３８号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと 

おり道路の区域を決定する。 

 その関係図面は、告示の日から２週間北九州市建設局総務部管理課において 

、一般の縦覧に供する。 

  平成３０年５月２２日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 区域決定の区間 幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

６３０２ 下曽根

８３号

線 

小倉南区下曽根一丁目２２５４

番５地先から 

小倉南区下曽根三丁目２２４０

番１１まで 

21.0 

～ 

33.0 

122.0 
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北九州市告示第２３９号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと 

おり道路の区域を決定する。 

 その関係図面は、告示の日から２週間北九州市建設局総務部管理課において 

、一般の縦覧に供する。 

  平成３０年５月２２日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 区域決定の区間 幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

１８７９ 汐井町牧

山海岸１

号線 

戸畑区汐井町２番１０１地先

から 

戸畑区牧山海岸３番８まで 

13.0 

～ 

29.3 

421.0 
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北九州市告示第２４０号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと 

おり道路の区域を変更する。 

 その関係図面は、告示の日から２週間北九州市建設局総務部管理課において 

、一般の縦覧に供する。 

  平成３０年５月２２日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 

変更

前後

の別 

区域変更の区間 
幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

５０３ 浅川台１

号線 

前 八幡西区浅川台三丁目９８

１番２７地先から 

八幡西区浅川台三丁目９８

１番６２地先まで 

6.9 

～ 

7.0 

121.5 

後 八幡西区浅川台三丁目９８

１番２７から 

八幡西区浅川台三丁目９８

１番５６まで 

25.3 

～ 

26.5 

113.5 

１１８０ 浅川台４

２号線 

前 八幡西区浅川台三丁目９８

１番６２地先から 

八幡西区浅川台三丁目９７

４番３５地先まで 

6.3 

～ 

8.8 

187.3 

後 八幡西区浅川台三丁目９８

１番６７から 

八幡西区浅川台三丁目９７

４番３５まで 

22.9 

～ 

38.0 

173.5 
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北九州市告示第２４１号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと 

おり道路の区域を決定する。 

 その関係図面は、告示の日から２週間北九州市建設局総務部管理課において 

、一般の縦覧に供する。 

  平成３０年５月２２日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 区域決定の区間 幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

１８７８ 戸畑牧山

１号線 

戸畑区大字戸畑２５５番１９

７地先から 

戸畑区牧山海岸３番３８地先

まで 

18.5 

～ 

153.0 

1,620.0 
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北九州市公告第３２１号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次 

の開発行為に関する工事が完了したことを公告する。 

  平成３０年５月２２日 

北九州市長 北 橋 健 治   

開発区域に含まれる地域の名称 開発行為者 

北九州市八幡東区清田二丁目１５番

２、１５番５から１５番３６まで、

３９２番５及び３９２番８から３９

２番１０まで 

北九州市若松区高須東三丁目６番

６号 

有限会社コムサイト 

代表取締役 西田雅貴 

北九州市小倉南区大字新道寺３９９

番２から３９９番１０まで及び４０

０番７から４００番１８まで並びに

無番のうち 

北九州市小倉南区大字新道寺９９

番地４ 

有限会社シンワホーム 

代表取締役 前田 朗 
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北九州市公告第３２２号 

 環境影響評価法（平成９年法律第８１号）第１９条の規定により送付された

、ひびき天然ガス発電所（仮称）設置計画環境影響評価準備書について、同法

第２０条第４項の規定に基づき、環境の保全の見地からの意見書を作成したの

で、北九州市環境影響評価条例（平成１０年北九州市条例第１１号）第３４条

第２項の規定により、次のとおり公告する。 

  平成３０年５月２２日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 廃棄物について 

 本事業実施区域は、過去に廃棄物等を埋め立てた場所であるため、今後の

工事に当たっては関係法令を遵守し新たな環境負荷を生じないよう適切な対

策を講ずること。 

２ 生物種への影響について 

 （１） 動物について 

 本事業計画によるチュウヒ等重要な種の飛翔経路に及ぼす影響を立体

的に評価し、その結果を環境影響評価書に記載すること。また、評価の

結果により予測の不確実性の程度が大きい場合は適切なタイミングで事

後調査を実施し、必要に応じ適切な対策を講ずること。 

 （２） 植物について 

 本予測・評価において適地への移植や播
は

種を行うとされているミゾコ

ウジュ、リュウノヒゲモ、カワツルモについて、専門家の指導・助言を

得ながら適地及び移植の時期等を選定すること。また、移植を行った後

の生育状況について、事後調査を実施し、必要に応じ適切な対策を講ず

ること。 

３ 温室効果ガスの排出削減について 

 本事業は、最新鋭の発電技術の商用化及び開発状況（ＢＡＴの参考表）

（平成２６年４月）に記載されている方式の採用に努めることとしている

が、同表は平成２９年２月に更新されるなど発電技術の革新スピードは非常

に速いため、今後も引き続き、運転開始時期における最新の発電技術の採用

の検討を継続すること。 

 また、本市は平成２９年１１月に環境基本計画を改定し、今後、５年ごと

の実行計画等の見直しを通じて、国の長期目標（２０５０年８０％削減）を

実現した超低炭素社会を目指すこととしており、運転開始以降も、同長期目

標の達成に向け、最新の温室効果ガスの排出削減対策が実用化された場合は

積極的に採用する等、その時々において、最善の対策を講ずるよう努めるこ

と。 
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